
別紙 1   

 

１． 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類の変更内容 

 

○変更許可申請にあたり、廃棄物の種類を図－1に示す範囲において浚渫する一般水底土砂から図

－2 に示す範囲において浚渫する一般水底土砂に変更する。 

 

  ○図－2 に示す変更申請範囲の水底土砂は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第

5 条第 1項第 1号の指定水底土砂ではなく、表－１のとおり海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律第 10条第 2項第 5 号ロの政令で定める基準に適合していることから、一般水底土砂で

ある。 
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